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256,453                  256,453                                  

336,340                  134,815                                  

57,808                   84,120                                    

-                          -                                           

117,405                                  

-                                           

-                          45,910                                    

-                          382,250                                  

45,910                   46,651                                    

4,182                     7,035                                      

-                          -                                           

4,122                                      

256,453                  4,182                                      

336,340                  

45,910                   

61,990                   -                                           

-                          -                                           

700,693                  -                                           

-                                           

-                          -                  700,693                                  -                         

総務省

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

合計  1,953,556  1,953,556  332,776  382,250  88,044  -  51,756  1,098,730 - 

令和6年度住民税均等割非課税世帯（3
万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○
令和６年度価格高騰支援給
付金

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  470,294  470,294  -  382,250  88,044  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活を
維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　11,334世帯×30千円、子ども加算　1,187
人×20千円、、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）の対象者　19,736人
(374,350千円）　　のうちR7計画分
事務費　88,044千円
事務費の内容　　[役務費（郵送料等）　業務委託料　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（11,334世帯）、定額減税を補足する給付（う
ち不足額給付）の対象者数（19,736人）

－ ○ － R7.1 R8.3 対象世帯に対して令和7年2月までに支給
を開始する

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌等 R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠等関連の
給付費

（家計急変への横出し等・R6補正）
3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

R7補正推奨事業メニューのうち
食料品の物価高騰に対する特別加算

（市区町村のみ記載）
5 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○

生活者物価高騰対策支援給
付金給付

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別

加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 763,388  763,388  763,388  -  78,388

①全市民に対して給付金額5千円（市民1人あたり）を支給し、物価高騰の影響を
受けた生活者の支援を行う。なお、支給対象・支給方法について、食料品の物価
高騰の影響は全市民に及ぶものであること、また現金給付は公平性があり、早
急に消費がされやすいこと、低所得世帯支援枠等を実施したノウハウから現金給
付であれば年内の予算化・早急な事業実施に対応ができることから、交付金の
趣旨に適合すると判断し、全住民一律の現金給付とした。
②給付金事業費及びその事務費
③【交付金】（685,000千円）
    5,000円×137,000人
    【通信運搬費】(12,484千円)
　　郵送費　12,484千円
    【手数料】(8,228千円)
　　振込手数料　8,228千円
    【委託料】57,676千円
    一括業務委託　57,412千円、システム連携費　264千円
④基準日（令和8年1月1日）において本市に住民票のある人

－ ○ － R8.1 R8.3 R8.3 対象者に対して、令和8年3月までに支給
を開始する。

② HP、広報誌にて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

市区町村でR7補正①の事業について複数計画している場合
は、１つをNo.５に記入の上それ以外はNo.６以降に記入しL列で
当該推奨事業メニューを選択してください。
都道府県でR7補正①の事業を計画している場合は、NO.6以降
に記入しL列で当該推奨事業メニューを選択してください。

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 公共交通応援事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑧地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 9,340  9,340  9,340  -

①物価高が続く中で地域公共交通事業者に対して経営支援を行うことで、経営の
安定化と社会機能の維持を図る。
②地域公共交通事業者への給付金
③【交付金】（9,340千円）
　 各々の区分毎の車両保有台数を算定基礎とする。
 　・路線バス　30,000円×58台＝1,740,000円（２事業者）
 　・高速バス　80,000円×74台＝5,920,000円（２事業者）
 　・タクシー　計1,680,000円
　　　10台未満　80,000円×2事業者=160,000円
　　　20台以上30台未満　240,000円（１事業者）
　　　30台以上40台未満　320,000円（１事業者）
　　　110台以上120台未満　960,000円（１事業者）
④市内に本社または営業所を有する民間公共交通事業者

－ － － R7.4 R7.7
現在運行されている高速バス１５路線、路
線バス１８路線を維持し、タクシー市内運
行台数１５０台以上を維持する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7補正（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
ひとり親家庭等応援臨時特
別給付金給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 33,876  33,876  33,876  -

①電力・ガス・食料品価格等の物価高騰に直面しているひとり親家庭等の生活を
支援するため、児童扶養手当を受給している世帯に対して支援を行い、ひとり親
家庭等の生活の安定を図るもの。
②児童扶養手当受給世帯への給付金及び事務費
③【給付金（事業費）】（27,000千円）
　 支給対象見込人数　900人×30,000円＝27,000,000円
　 【消耗品費】（6千円）　事務用品　5,500円
　 【印刷製本費】（73千円）封筒印刷　33円×1.1×2,000枚=72,600円
　 【通信運搬費】（200千円）　郵便料　110円×1,810通=199,100円
　 【手数料】（101千円）　910件×110円＝100,100円
　 【委託料】（6,496千円）
  　システム改修費　6,138,000円（税込）
　　派遣職員委託費　2,094円×7.75ｈ×20日×1.1＝357,027円
④令和７年３月分児童扶養手当受給者

－ ○ － R7.4 R8.3 全対象世帯に給付金を交付し、経済的安
定を図る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
低所得のひとり親
世帯への給付金
等

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
児童養護施設支援金給付事
業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 450  450  450  -

①原油価格・物価高騰に直面している児童養護施設に対して支援を行う
②対象施設への交付金
③【交付金】（450千円）
　 光熱費等（定員50人以上）：300,000円
　 副食費：2,880円×52人＝149,760円
④市内児童養護施設

－ － － R7.5 R7.7 対象施設（１施設）に支援金を交付し、事
業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定 児童養護施設等 ホームページ R7補正（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
幼稚園・保育施設等支援金
給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 29,257  29,257  29,257  -

①原油価格・物価高騰に直面している保育施設、幼稚園及び学童施設に対して
支援を行い、もって各施設の円滑な運営を図る。
②対象施設への交付金
③【交付金】（16,400千円）
 　・保育施設（認可・認可外）
 　　［50人以上の施設］300,000円×17施設＝5,100,000円
 　　［50人未満の施設］ 100,000円×20施設＝2,000,000円
 　・幼稚園
 　　［50人以上の施設］300,000円×11施設=3,300,000円
 　・学童施設
　　 100,000円×60施設＝6,000,000円
　 【副食費】（12,857千円）
　 　2,880円×4,464人=12,856,320円
④市内認可保育施設、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、幼
稚園、学童施設

－ － － R7.5 R7.7 108施設（全対象施設）に支援金を交付
し、事業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

ホームページ R7補正（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
障害福祉サービス事業所支
援金給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 409  409  409  -

①電力・ガス・食料品価格等の高騰に直面している障害福祉サービス事業所を運
営する事業者に支援金を交付し、事業の継続を支援する。
②対象施設への交付金及び事務費
③【通信運搬費】（9千円）
　　案内送付　110円×40通＝4,400円
　　返信用　110円×40通＝4,400円
　 【交付金】（400千円）
　 ・相談支援事業所　10,000円×16件＝160,000円
　 ・地域活動支援センターⅢ型事業所　10,000円×2件＝20,000円
　 ・日中一時支援事業所　10,000円×22件＝220,000円
④市内障害福祉サービス事業所(千葉県が実施する「社会福祉施設物価高騰対
策支援事業」の対象事業所を除く)

－ － － R7.4 R7.7 40事業所（全対象事業所）に支援金を交
付し、事業継続及び運営維持を図る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

ホームページ R7補正（地）

11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
後期高齢者物価高騰対策緊
急支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 88,295  88,295  88,295  -

①物価高が続く中で年金を中心とした生活の方が多い後期高齢者に対してギフト
カード（3,000円）を支給することで、経済的な支援を図る。ギフトカードの使用額や
用途等を把握するため、アンケートを同封する。
②高齢者に対するギフトカード支給事業費及びその事務費
③【交付金】（73,092千円）
　　24,364人×3,000円=73,092,000円
　【消耗品費】(175千円)
　　事務用品　174,632円
　【通信運搬費】（10,167千円）
　　簡易書留発送代　392円×24,364人=9,550,688円
　　再送代　460円×1,000人=460,000円
　　市政協力員等の発送代　440円×250件=110,000円
　　ギフトカード受領及び返還にかかる発送代　770円×２回=1,540円
　　電話回線設置・撤去料　44,770円×１回線=44,770円
　【委託料】（4,861千円）
　　郵便物封緘作業委託　2,814,350円
　　電話窓口受付事務等業務委託　2,046,000円
④基準日（令和７年４月１日）において本市に住民票のある令和７年度に75歳以
上となる者

－ － － R7.6 R8.3 対象となる高齢者に対し、令和7年8月ま
でに支給を開始する。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ギフトカードについては、市が対象者へ直接発送し
ており、在庫管理も市が行っている。発送事務が
完了した後、宛所不明による未達分などの余剰
カードについては、ギフトカード事業者へ返還し、
返金を受ける仕組みとしている。

ホームページ R7補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護サービス事業所支援金
給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 708  708  708  -

①電気・ガス・食料品価格等の高騰に直面している市内の介護サービス事業所
に対し、支援金を給付し、事業所の事業継続体制の維持を支援する。
②対象施設への交付金及び事務費
③【交付金】（690千円）　10,000円×69事業所＝690,000円
 　【通信運搬費】 （16千円）110円×69事業所×往復＝15,180円
　 【消耗品費】（2千円）　事務用品　2,000円
④居宅介護支援事業所、福祉用具貸与・販売事業所、包括支援センター(千葉県
が実施する「社会福祉施設物価高騰対策支援事業」の対象事業所を除く)

－ － － R7.4 R7.6 60事業所（全対象事業所）に支援金を交
付し、事業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

ホームページ R7補正（地）

13 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
生活者物価高騰対策支援事
業

Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支
え等を通じた
生活者支援

 80,880  80,880  80,880  -

①電力・ガス・食料品価格等の物価高騰に直面している生活者に対し、木更津市
内限定のキャッシュレス決済である電子地域通貨「アクアコイン」の20％ポイント
還元を実施し、消費喚起に繋げることで市内事業者の支援を行う。
②ポイント還元事業費及び事務費
③【報償費】（80,000千円）ポイント還元総額　80,000,000円
　 【委託料】（880千円）
　　告知用チラシ作成（Ａ４ 40,000枚）　240,000円
　　ポスター作成（A2 900枚）　180,000円
　　地域密着メディア配信2か所　100,000円
　　郵送費（地区回覧　60,000円、加盟店送付用　220,000円）　280,000円
　　消費税　80,000円
④アクアコインユーザー、君津信用組合

－ － － R7.6 R8.3
電子地域通貨「アクアコイン」の利用によ
る還元ポイントを8,000万円分とする。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ユーザーへポイントを付与し、実績額が確定した後
に、委託事業者が請求（後払い清算）を行う仕組
みとしている。

ホームページ R7補正（地）

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小学校・中学校給食賄材料
費負担軽減事業（単独校分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 44,683  44,683  44,683  -

①物価高が続く中で高騰する食材費の増額分は本来給食費として保護者が負担
するところだが、増額分を公費で支援することで、保護者負担を増やすことなく学
校給食の円滑な実施を図るもの。
②給食費（食材費）の増額分にあたる経費（給食費の16％相当額（小学校1食当
たり42.4円、中学校1食当たり51.2円））
③【賄材料費】（44,683千円）
　・小学校給食費265円×物価上昇分16％×年間給食実施日数191日×1日の提
供食数3,536食≒28,635,942円
　・中学校給食費320円×物価上昇分16％×年間給食実施日数191日×1日の提
供食数1,641食≒16,047,667円
④市立小学校12校、市立中学校8校、児童生徒の保護者（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.3
物価高騰による食材費の増額分につい
て、児童3,536人分、生徒1,641人分の保
護者全員の負担軽減を図る。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、給食だより R7補正（地）

15 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小学校・中学校給食賄材料
費負担軽減事業（学校給食セ
ンター分）

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 44,878  44,878  44,878  -

①物価高が続く中で高騰する食材費の増額分は本来給食費として保護者が負担
するところだが、増額分を公費で支援することで、保護者負担を増やすことなく学
校給食の円滑な実施を図るもの。
②給食費（食材費）の増額分にあたる経費（給食費の16％相当額（小学校1食当
たり42.4円、中学校1食当たり51.2円））
③
【賄材料費】（44,878千円）
　・小学校給食費265円×物価上昇分16％×年間給食実施日数191日×1日の提
供食数3,275食≒26,522,260円
　・中学校給食費320円×物価上昇分16％×年間給食実施日数191日×1日の提
供食数1,877食≒18,355,558円
④市立小学校6校、市立中学校4校、児童生徒の保護者（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R8.3
物価高騰による食材費の増額分につい
て、児童3,275人分、生徒1,877人分の保
護者全員の負担軽減を図る。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ、給食だより R7補正（地）

                                   1,706,758

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年７月通知分）

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等ふ

まえた対応について記載

小計　交付限度額④

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和７年12月通知分）

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

962,694                 

支援開始時期

国のR6補正等（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額③

推奨事業メニューの本省繰越希望額の調整欄

移替先

　

【
Ｒ

６

経

済

対

策

等

】
差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

　

※

事

務

連

絡

参

照

-                                                     

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

都道府県・市町村コード（５桁）

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分にかかる交付対象経費
※事務連絡は該当団体のみに通知

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

1,098,730                                          

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

Ｎｏ

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

-                                                     

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

国

の

予

算

年

度

（単位：千円）

88,044                                              

kikaku@city.kisarazu.lg.jp

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

43,371                   
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7経済対策分）

51,756                                              

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

令和７年度既配分額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤
令和７年度既配分額

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

※記載は不要

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

R7経済対策等にかかる本省繰越希望額記載欄
【調整後】本省繰越希望額

（R7補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑥に係る希望額）
（交付限度額⑥を上限とする）

114,231                                     

※【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R7補正）交付限度額⑥

※【調整前】本省繰越額
国のR7補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑥

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

114,231                                           

-                                                   

1,076,925                                        

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分　交付限度額
※事務連絡は該当団体のみに通知

-                                                   

交付限度額計 1,820,989                                        

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年７月18日通知分）

962,694                 

962,694                 

小計　交付限度額（R6経済対策分）

61,990                                    

Ｃ

配分予定額計
国のR6補正等予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
配分予定額計

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

小計　配分予定額計
（R7経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

【調整後】今回配分予定額
国のR7補正分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑥

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

配分予定額計

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

配分予定額計
国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑤

小計　配分予定額計
（R7予備費分）

都道府県区分

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分 配分予定額計
※事務連絡は該当団体のみに通知

43,371                   

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

-                          

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年5月27日通知分）

43,371                                            

小計　交付限度額（R7予備費分） 43,371                                            

国のR7補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑥　（令和7年12月１６日通知分）

1,076,925                                        

（うち、食料品の物価高騰に対する特別加算分） 428,740                                           

小計　交付限度額（R7経済対策分） 1,076,925                                        

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正等分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年７月18日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和７年12月２日通知分）

担当者氏名 国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費

382,250                                            

令和７年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

企画部企画課担当部局課名 332,776                                            

12206

【12_千葉県】

12206_千葉県木更津市

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0438-23-7468

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年8月調査での追加分）

※該当団体のみ

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和７年12月２日通知分）

-                          

43,371                   
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Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯支
援枠等分）
事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

国のR7補正予算分
（交付限度額⑥）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対

象外経費等）

総事業費に係る
事務費

備考3
商品券等を活用した事業を行う場合、Q＆A等ふ

まえた対応について記載(重点支援地方交付金の追加を踏まえた各省庁の通
知の発出状況に定義されている対象分野)

備考4
実施状況の公表等について

（HP、広報紙など）
基金 事業始期 事業終期

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

支援開始時期

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

Ｂ
※参考

国

の

予

算

年

度

特定事業者等
支援

個人を対象と
した給付金等

自治体での予算区分
国の重点支援地方交付金が活用されている旨

の明記

備考1のサブカテゴリ―
M～O列を記入している場合のみ

【R7補正のみ】
備考2

「農林水産・食品分
野」「中小企業・小
規模事業者の賃上げ
環境整備」における

細分化項目

備考5

備考1
(重点支援地方
交付金の追加を
踏まえた各省庁
の通知の発出状
況に定義されて
いる対象分野)

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｃ

推奨事業メニュー
※R7補正推奨事業メニュー①について、②～④にも
関連する場合は、M～O列に追加で選択してください。

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

「推奨事業メニュー例よりも更に効
果があると判断する地方単独事業」
を選択した場合の、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

16 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 子どもの生活臨時応援事業 米国関税措置 ○

②エネル
ギー・食料品
価格等の物
価高騰に伴う
子育て世帯
支援

 51,756  51,756  51,756  -

①物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、小学生・中学生の児童
生徒がいる世帯へ、申請を不要とするプッシュ型によりギフトカード（4,000円）を迅
速に支給し、物価高騰の影響を受ける市民を経済的に支援するとともに、子ども
達の健やかな成長を応援することを目的とする。
②小学生・中学生がいる世帯に対するギフトカード支給事業費及びその事務費
③【交付金】（43,400千円）
　　10,850人×4,000円=43,400,000円
　【消耗品費】(5千円)
　　事務用品　5,000円
　【通信運搬費】（6,215千円）
　　案内通知＠110円×10,900件=1,199,000円（再送50件見込み）
　　クオカード発送（簡易書留）＠460円×10,900件＝5,014,000円（再送50件見込
み）
　　クオカード受領及び返還にかかる発送代　770円×２回=1,540円
　【委託料】（2,136千円）
　　郵便物封緘作業委託2,135,650円
④基準日（令和７年７月１日）において本市に住民票のある小学生・中学生

－ － － R7.6 R8.3 対象者に対して、令和7年8月までに支給
を開始する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ギフトカードについては、市が対象者へ直接発送し
ており、在庫管理も市が行っている。発送事務が
完了した後、宛所不明による未達分などの余剰
カードについては、ギフトカード事業者へ返還し、
返金を受ける仕組みとしている。

ホームページ R7補正（地）

17 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
公共交通応援事業費（第２
回）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑩地域公共
交通・物流や
地域観光業
等に対する
支援

 9,530  9,530  9,530  -  -

①物価高騰等の影響により収支が悪化している地域公共交通事業者に対して経
営支援を行い、経営の安定化と社会機能の維持を図る。
②市内交通事業者への交付金
③【交付金】（9,530千円）
　各々の区分毎の車両保有台数を算定基礎とする。
　路線バス　30,000円×59台＝1,770,000円（２事業者）
　高速バス　80,000円×76台＝6,080,000円（２事業者）
　タクシー　計1,680,000円
　10台未満　80,000円×２事業者＝160,000円
　20台以上30台未満　240,000円（１事業者）
　30台以上40台未満　320,000円（１事業者）
　110台以上120台未満　960,000円（１事業者）
④市内に本社または営業所を有する民間公共交通事業者

－ － － R8.1 R8.1 R8.3
現在運行されている高速バス１５路線、路
線バス１８路線を維持し、タクシー市内運
行台数１５０台以上を維持する。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
運輸交通・物流・
観光事業者

ホームページ R7補正（地）

18 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
妊婦のための支援給付金追
加給付事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○
③物価高騰
に伴う子育て
世帯支援

 16,317  16,317  16,317  -  117

①出産準備品（紙おむつ、ベビー服、哺乳瓶、寝具、粉ミルク等）の物価高騰の影
響を受けた妊婦が安心して出産できる環境を整えることができるよう、経済的支
援によって負担軽減を図る。
②令和8年1月1日～令和8年12月31日に妊娠届出をした妊婦への給付金支給事
業費及びその事務費
③【交付金】　（16,200千円）
　　810件×20,000円＝16,200,000円
　【印刷製本費】　（17千円）
　　封筒810枚×5.3円×1.1＝4,722円
　　受取人払い封筒（3つ折り）810枚×13円×1.1＝11,583円
　【通信運搬費】（100千円）
　　受取人払い136円×405件＝55,080円
　　対象者への連絡通知110円×405件＝44,550円
④令和8年1月1日～令和8年12月31日に妊娠届出をした妊婦で専門職との面談
（妊娠届出時に実施）をした者。

－ ○ － R8.1 R8.1 R8.3 全対象者に給付金を交付し、負担軽減を
図る。

⑤ HPにて明記済みあるいは予定
対象分野に関連
しない

ホームページ R7補正（地）

19 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
児童養護施設支援金給付事
業（第２回）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 528  528  528  -  -

①原油価格・物価高騰に直面している児童養護施設に対して支援を行う
②対象施設への交付金
③【交付金】（528千円）
　 光熱費等（定員50人以上）：300,000円
　 副食費：4,380円×52人＝227,760円
④市内児童養護施設

－ － － R8.1 R8.2 R8.3 対象施設（１施設）に支援金を交付し、事
業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定 児童養護施設等 ホームページ R7補正（地）

20 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
幼稚園・保育施設等支援金
給付事業（第２回）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 34,269  34,269  34,269  -  -

①原油価格・物価高騰に直面している保育施設、幼稚園及び学童施設に対して
支援を行い、もって各施設の円滑な運営を図る。
②対象施設への交付金
③【交付金】（16,600千円）
 　・保育施設（認可・認可外）
 　　［50人以上の施設］300,000円×18施設＝5,400,000円
 　　［50人未満の施設］ 100,000円×19施設＝1,900,000円
 　・幼稚園
 　　［50人以上の施設］300,000円×11施設=3,300,000円
 　・学童施設
　　 100,000円×60施設＝6,000,000円
　 【副食費】（17,669千円）
　 　4,380円×4,034人=17,668,920円
④市内認可保育施設、認定こども園、地域型保育事業所、認可外保育施設、幼
稚園、学童施設

－ － － R8.1 R8.3 R8.3 108施設（全対象施設）に支援金を交付
し、事業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
保育所・幼稚園・
認定こども園等

ホームページ R7補正（地）

21 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
障害福祉サービス事業所支
援金給付事業（第２回）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 409  409  409  -  9

①電力・ガス・食料品価格等の高騰に直面している市内障害福祉サービス事業
所を運営する事業者に支援金を交付し、事業の継続を支援する。
②事業者への交付金及び事務費
③【交付金】（400千円）
　・相談支援事業所　10,000円×15件＝150,000円
　・地域活動支援センターⅢ型事業所　10,000円×2件＝20,000円
　・日中一時支援事業所　10,000円×23件＝230,000円
　 【通信運搬費】（9千円）
　・案内送付　110円×40通＝4,400円
　・返信用　110円×40通＝4,400円
④市内障害福祉サービス事業所(千葉県が実施する「社会福祉施設物価高騰対
策支援事業」の対象事業所を除く)

－ － － R8.1 R8.1 R8.3
市内障害福祉サービス事業所（40事業
所）に支援金を交付し、障害福祉サービス
事業所の事業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
障害福祉サービ
ス事業所・施設等

ホームページ R7補正（地）

22 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護サービス事業所支援金
給付事業（第２回）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑦医療・介
護・保育施
設、学校施
設、公衆浴場
等に対する
物価高騰対
策支援

 687  687  687  -  17

①電気・ガス・食料品価格等の高騰に直面している市内の介護サービス事業所を
運営する事業者に支援金を交付し、事業の継続を支援する。
②事業者への交付金及び事務費
③【交付金】（670千円）
　 10,000円×67事業所＝670,000円
 　【通信運搬費】 （15千円）
　 110円×67事業所×往復＝14,740円
　 【消耗品費】（2千円）
　 事務用品　2,000円
④市内居宅介護支援事業所、福祉用具貸与・販売事業所、包括支援センター(千
葉県が実施する「社会福祉施設物価高騰対策支援事業」の対象事業所を除く)

－ － － R8.1 R8.1 R8.3 対象となる全事業所に支援金を交付し、
事業継続及び運営維持を図る。

⑦ 事業チラシにて明記済みあるいは予定
介護サービス事
業所・施設等

ホームページ R7補正（地）

23 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
生活者物価高騰対策支援事
業（第２回）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

④消費下支
え等を通じた
生活者支援

 110,880  110,880  110,880  -  3,410

①電力・ガス・食料品価格等の物価高騰に直面している生活者に対し、木更津市
内限定のキャッシュレス決済である電子地域通貨「アクアコイン」のポイント還元
を実施し、消費喚起に繋げることで市内事業者の支援を行う。
市内本社店舗：20％還元、市外本社店舗：10％還元を想定
②ポイント還元事業費及び事務費
③【報償費】（107,470千円）
　 ポイント還元総額　107,470,000円
　 【委託料】（3,410千円）
　・告知用チラシ作成（Ａ４ 40,000枚）　240,000円
　・ポスター作成（A2 900枚）　180,000円
　・地域密着メディア配信2か所　100,000円
　・郵送費（地区回覧　60,000円、加盟店送付用　220,000円）　280,000円
　・SNS広告配信　300,000円
　・システム改修費（還元率管理機能）　2,000,000円
　・消費税　310,000円
④アクアコインユーザー、君津信用組合

－ － － R8.3 R8.3 R8.3
電子地域通貨「アクアコイン」の利用によ
る還元ポイントを107,470千円分とする。

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

キャッシュレスポ
イント還元事業

ユーザーへポイントを付与し、実績額が確定した後
に、委託事業者が請求（後払い清算）を行う仕組
みとしている。

ホームページ R7補正（地）

24 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
事業者向け物価高騰対策支
援金給付事業

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

⑨中小企業
等に対するエ
ネルギー価
格高騰対策
支援

 100,680  100,680  100,680  -  4,010

①物価高が続く中で光熱費（電気・ガス）の高騰の影響を受ける中小企業支援を
主目的として、経営への影響を緩和し、事業継続及び経営安定を図るとともに、
事業者の将来的なコスト低減及び脱炭素化に繋がる取組を支援する。
②市内企業への給付金及び事務費
③【交付金】（96,670千円）
　・光熱費高騰支援
　　1者あたりの平均支給額113,000円×840者＝94,920,000円
　・省エネ対応加算
　　5万円×35者=1,750,000円
　 【消耗品費】（20千円）
　 事務用品　20,000円
 　【印刷製本費】（20千円）
　 封筒印刷費　19,800円
 　【通信運搬費】（118千円）
　・商業団体・市政協力員等宛周知　65,000円
　・申請者等への郵送　2,600円/月×５か月=13,000円
　・固定電話1基架設費用 39,930円
　 【手数料】（24千円）
　 固定電話撤去費　23,980円
　 【委託料】（3,828千円）
　 窓口、電話対応、申請書確認等の派遣業務委託費
　 単価2,148円×2人×7.5時間×108日(3/25～8/31)×1.1=3,828,000円
④申請日時点で、市内に本社、本店又は主たる事業所を有する中小企業者等

－ － － R8.3 R8.3 R8.3 当該支援金が対象となる事業者の80%の
交付をめざす。

① HP、広報誌、事業チラシにて明記済みあるい
は予定

対象分野に関連
しない

ホームページ、広報誌 R7補正（地）

25 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小学校・中学校給食賄材料
費負担軽減事業（単独校分）
（追加分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 30,954  30,954  30,954  -  -

①物価高が続く中で高騰する食材費の増額分は本来給食費として保護者が負担
するところだが、増額分を公費で支援することで、保護者負担を増やすことなく学
校給食の円滑な実施を図るもの。
②給食費（食材費）の増額分から更に高騰した経費（4月～9月は給食費の6.5％
相当額、10月～3月は給食費の15％相当額
③【賄材料費】（30,954千円）
〔4月～9月〕
 ・小学校給食費265円×物価上昇分6.5％×給食実施日数88日×1日の提供食
数3,536食≒5,359,858円
 ・中学校給食費320円×物価上昇分6.5％×給食実施日数88日×1日の提供食
数1,641食≒3,003,686円
〔10月～3月〕
 ・小学校給食費265円×物価上昇分15％×年間給食実施日数103日×1日の提
供食数3,536食＝14,477,268円
 ・中学校給食費320円×物価上昇分15％×年間給食実施日数103日×1日の提
供食数1,641食=8,113,104円④市立小学校12校、市立中学校8校、児童生徒の保
護者（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R7.4 R8.3
物価高騰による食材費の増額分につい
て、児童3,536人分、生徒1,641人分の保
護者全員の負担軽減を図る。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ R7補正（地）

26 R7_補正 推奨事業 ○ ○ ○
小学校・中学校給食賄材料
費負担軽減事業（学校給食セ
ンター分）（追加分）

Ⅰ．生活の安全保
障・物価高への対
応

○

①食料品の
物価高騰に
対する特別
加算

③物価高騰
に伴う子育て

世帯支援
 31,088  31,088  31,088  -  -

①物価高が続く中で高騰する食材費の増額分は本来給食費として保護者が負担
するところだが、増額分を公費で支援することで、保護者負担を増やすことなく学
校給食の円滑な実施を図るもの。
②給食費（食材費）の増額分から更に高騰した経費（4月～9月は給食費の6.5％
相当額、10月～3月は給食費の15％相当額
③【賄材料費】（31,088千円）
〔4月～9月〕
・小学校給食費265円×物価上昇分6.5％×給食実施日数88日×1日の提供食数
3,275食＝4,964,245円
・中学校給食費320円×物価上昇分6.5％×給食実施日数88日×1日の提供食数
1,877食=3,435,660円
〔10月～3月〕
・小学校給食費265円×物価上昇分15％×年間給食実施日数103日×1日の提
供食数3,275食＝13,408,668円
・中学校給食費320円×物価上昇分15％×年間給食実施日数103日×1日の提
供食数1,877食=9,279,888円④市立小学校6校、市立中学校4校、児童生徒の保
護者（教職員等を除く）

－ － － R7.4 R7.4 R8.3
物価高騰による食材費の増額分につい
て、児童3,275人分、生徒1,877人分の保
護者全員の負担軽減を図る。

③ HP、事業チラシにて明記済みあるいは予定 給食 ホームページ R7補正（地）


